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内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了等について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、本日、感染状況や医療提供体制・公衆衛

生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態措

置区域に該当しないこととなったため、緊急事態措置を実施すべき期間とされている

９月 30日をもって緊急事態措置を終了することとされました。 

また、重点措置区域についても、宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本

県、宮崎県及び鹿児島県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされて

いる９月 30日をもってまん延防止等重点措置を終了することとされました。 

さらに、同日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的

対処方針」という。）が変更されましたので、別紙１、２及び３のとおりお知らせしま

す。 

なお、本日開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナ

ウイルス感染症に関する今後の取り組み」（別紙４・５）を決定いたしましたのでお知

らせします。 

 各都道府県におかれましては、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症

対策を着実に実施していただくとともに、管内市町村及び指定地方公共機関への周知

を図る等の対応をお願いします。 

併せて、緊急事態の終了に伴い、市町村対策本部を遅滞なく廃止いただくよう、市

町村に対してその旨周知をお願いいたします。なお、特措法に基づかない市町村対策

本部として引き続き設置することは妨げられません。 

 

（別紙１）新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了 

（別紙２）新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 

（別紙３）新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

令和２年３月 28日（令和３年９月 28日変更） 

（別紙４）新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組（概要） 

（別紙５）新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組 
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